湖西市浄化槽設置整備事業費補助金　申請から補助金交付までの流れ

	申請前の準備
	申請前に下記の点を確認してください。

	
	□
	湖西市上下水道課に確認書（公共下水道事業計画区域外）で公共下水道事業計画区域外であることを確認してください。

	
	□
	浄化槽設置届の提出が完了している。※補助金を申請する11日前までに申請者が提出。

	↓
	

	申請書の提出
	湖西市廃棄物対策課（環境センター）へ下記書類を申請者が提出します。郵送可。

	
	
	□
	交付申請書チェックリスト

	
	
	□
	補助金交付申請書（様式第1号）

	
	
	□
	浄化槽設置届出書の写し

	
	
	□
	[bookmark: _GoBack]し尿浄化槽の概要書の写し

	
	
	□
	型式適合認定書及び型式適合認定書別添仕様書及び図面

	
	
	□
	浄化槽設置場所の案内図（住宅地図等）

	
	
	□
	建物の配置図及び屋内外の配管図（汚水及び雨水排水経路、浄化槽の配置及び放流先が分

	
	
	
	かるもの）

	
	
	
	※ 汚水排水経路は赤色、雨水排水経路は青色で着色すること。

	
	
	
	※ 既設設備（単独処理浄化槽またはくみ取り便槽）の位置・人槽等を記載すること

	
	
	□
	放流先道路、河川等の占用工事許可証の写しまたは承認工事の承認書の写し（新規に放流

	
	
	
	管を接続する場合のみ）

	
	
	□
	浄化槽工事見積書の写し

	
	
	
	※ 本体工事費・宅内配管工事費・撤去工事費の見積書の写し

	
	
	
	※ 宅内配管工事費の見積書は浄化槽への流入管（便所、台所、洗面所、風呂等からの排水）、枡の設置及び住居の敷地に隣接する放流先までの放流管の設置に係る費用とすること

	
	
	
	※ 撤去工事費の見積書は明細（撤去・運搬・処分・埋め戻し）を記載すること

	
	
	□
	浄化槽施工業者の契約不適合責任に関する覚書または浄化槽工事の請負契約書の写し

	
	
	□
	浄化槽機能保証制度の保証登録証（市町村用）

	
	
	□
	登録浄化槽の管理票（C票）

	
	
	□
	浄化槽登録証の写し

	
	
	□
	浄化槽設備士証（免状）の写し、施工技術特別講習会修了証書の写し

	
	
	□
	市税の滞納等がない証明書（３ヶ月以内に証明を受けたのもの）

	
	
	
	※ 湖西市において課税がない場合も提出すること

	
	
	□
	確認書（公共下水道事業計画区域外）

	
	
	
	※ 事前に湖西市上下水道課で確認を受けること（添付書類：位置図、公図写し）

	
	
	□
	住宅・土地等を借りている場合は、賃借人の承諾書

	
	
	□
	他人の土地を通って公共水域に放流する場合は、土地の所有者の承諾書

	
	
	□
	既存設備の状況写真

	
	
	
	※ 遠景写真（建物と既存設備の位置関係がわかるもの）及び近景写真

	↓
	

	交付決定
	書類審査後、申請者に補助金交付決定通知書を送付します。

	↓
	

	着工前
	交付決定後、市職員が着工前に現地立会を行います。

	↓
	

	工事着手
	着工前現地立会の後、浄化槽工事を担当浄化槽設備士が行います。

	
	※ 申請内容が変更となる場合は、変更承認申請書（様式第3号）を提出してください。

	↓
	

	工事完了の 報 告
	完成後1ヶ月以内または3月19日のいずれか早い日までに下記書類を申請者が提出します。郵送可。

	
	
	□
	実績報告書（様式第4号）

	
	
	□
	工事費請求書及び領収書の写し

	
	
	
	※本体工事費・宅内配管工事費・撤去工事費の詳細がわかるものをそれぞれ提出すること。（領収書は本体・宅内配管・撤去工事費一括でも可）

	
	
	□
	浄化槽保守点検及び清掃業務委託契約書の写し

	
	
	□
	浄化槽法第7条検査依頼書及び 浄化槽法第11条検査契約書の写し

	
	
	□
	浄化槽設置竣工図面（汚水及び雨水排水経路、浄化槽の配置及び放流先が分かるもの）

	
	
	
	※ 汚水排水経路は赤色、雨水排水経路は青色で着色すること。

	
	
	□
	市職員による着工前現地立会の写真

	
	
	□
	工事の工程写真（着手前・施工中・完成　放流先など）

	
	
	
	※ 工程写真の日付が分かるように明記すること

	
	
	
	※ 設置工事・宅内配管工事・撤去工事の工程写真をそれぞれ提出すること
※ 写真の撮り方は、別紙「8.実績報告書に必要な工事写真」参照

	
	
	□
	浄化槽設備士による確認検査表

	
	
	□
	補助金交付請求書（様式第6号）

	
	
	□
	浄化槽使用廃止届出書（受付済）の写し（単独処理浄化槽から転換の場合）

	
	
	□
	最終くみ取り伝票の写し（汲取槽から転換の場合）

	↓
	

	完成検査
	市職員が完成確認のため、申請者と浄化槽設備士の立会により検査を行います。

	↓
	

	交付確定
	完成検査に合格すると、申請者に補助金交付額確定通知書を送付します。

	↓
	

	補助金の
	補助金交付請求書（様式第6号）に記載された口座に補助金を振込ます。

	支　　払
	



